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■講演の概要

1――はじめに

現在において，公共事業評価の試み

は大きなトピックとなっているが，これ

は突然表面に出てきたものではなく，

過去の流れからは三度目のブームとと

らえることができる．

最初のブームはアメリカの評価が発端

である．マクナマラ長官の発案で，あ

らゆる公共政策を行うにあたり，たとえ

それが軍事であっても費用対効果分析

で評価するという取組がなされた．

1960年代半ば，日本でもこれを追う精

力的な調査がされたものの，制度化さ

れるまでには至らなかった．

次のブームは1970年代前半の環境ア

セスメント導入である．この時にも費用

対効果分析を組みこむかどうか議論さ

れた．結果的には，一定の環境基準を

満たすことが求められる制度になり，

経済的効率性と天秤にかける仕組みは

つくられなかった．

以上二回のブームがあり，公共事業

評価は現在が第三のブームといえる．

事業評価そのものは，個々の大規模プ

ロジェクトやJICAなど海外案件での実

績はある．しかしながら，評価対象を

広範囲に広げ，かつ制度として確立さ

せた点は，まさに初めてのことと形容す

べきだろう．

高度成長期にはあらゆる分野で社会

資本の供給が絶対的に不足しており，

プロジェクトを「やらない」状況の想定

が困難なほどだった．ところが，ある

程度社会資本整備が進み，限界効用は

低下してしまった．また，行政改革とい

う大きな流れも生まれている．近年公

共事業評価が推進されていること，し

かも，効果の貨幣換算を伴う費用便益

分析を中心に行われていることの背景

には，このような点があると理解すべき

だろう．

現在の公共事業評価の端緒は，1996

年12月に行政改革委員会から提出され

た「行政関与のあり方に関する基準」に

ある．この基準の中で，公共事業効率

性の評価手法である費用便益分析の義

務づけが提言されたことが，公共事業

評価に本格的に取り組む契機となった．

上記基準での提言を受けて，1997年

12月，国の全新規事業について費用対

効果分析を行わねばならないという総

理大臣の指示が出された．これ以後，

公共事業関係省では，公共事業評価に

関して費用便益分析を中心とするマニ

ュアルが整備されるようになった．

1999年度には，マニュアルを用いた

評価が新規採択事業に適用され，その

結果の公表もなされている．また，

1999年度には，日本行政上初めて，進

捗が著しく遅れている公共事業に対す

る，第三者による再評価も実施された．

さらに，今年度からは，事後評価の実

施も行われる（あるいは計画されてい

る）．加えて，1999年1月には，省庁の

再編を進める中央省庁等改革推進本部

が「中央省庁等改革に係わる大綱」を

策定し，省庁再編後に新政府が事前評

価，再評価及び事後評価からなる政策

評価を行うとした．

一方，都道府県と政令指定都市でも

注目すべき取り組みが行われている．

即ち，1998年より，上述の国の再評価

に連動して，建設・運輸・農水省補助

事業に関する再評価が全国一斉に行わ

れている．また，事前評価では，愛媛

県・三重県・宮城県などの試みが注目

に値する．

2――事前評価

事前評価に関しては，農水・運輸・
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建設各省の費用対効果分析マニュアル

を比較すると，以下の特徴を備えてい

ることがわかる．

2.1  評価基準

各マニュアルは，評価基準として，事

業の効率性を示す費用便益分析を中心

としている．

効率性に寄与する効果に関して貨幣

換算で計測すること，客観的な指標で

計測することが困難な場合には費用有

効度分析を行うことを要請している．

このため，費用便益分析のみを記述

しているマニュアルもあれば，これに加

えて財務分析・費用有効度分析の追加

を要請しているマニュアルもある．さら

に，公平性の判断資料として，地域経

済効果やナショナルミニマムの達成の

度合いを示す指標の提示を要請してい

るものもある．

もっとも，効果計測の精度は，残念

ながらさほど正確とはいえない．費用

便益比が1.1～0.9程度であれば，誤差

の範囲としてもいいほどである．それ

でも，費用対効果分析においては，効

果の貨幣換算は重要な要素であるた

め，マニュアル化を進めなければなら

ないという状況がある．

2.2 評価の目的

各マニュアルにより得られた評価の

主な目的は，個別案件事業を新規採択

の候補とするか否かを判定するという

一種の絶対評価を行う点にある．少な

くとも，国の作成したマニュアルに関し

ては，同種事業の優先順位や異業種事

業との比較に用いるという意図は見ら

れない．

具体的にいえば次のとおりである．

マニュアルの中には，費用便益比が

1.5以上を採択基準として示しているも

の，採択基準の明示はないが費用便益

比が1以下の事業は原則として採用しな

いと読みとれるもの，採択に当たって

考慮の対象となる項目を記述するのみ

で採択基準が曖昧なもの等が存在して

いる．その一方，費用便益比の値をも

って優先順位づけを明記しているマニ

ュアルは存在していない．

日本には存在していないが，私の知

る限り，効率性のみで道路の順位づけ

を行っている国はニュージーランドであ

る．ここでは費用便益比3以上のプロジ

ェクトのみを採択し，この比にもとづい

て順位づけを行っている．

個別条件の是非を問う場合に限定し

た場合であっても，効率性を評価する

一方で，公平性をどう考えるかという

課題がある．効果はその施設の利用量

と便益評価原単位の大きさに依存する．

このため，過疎地域での事業は都会と

比べて不利にならざるをえない．その

ため，特定の社会的なサービスに対す

る代替性の有無，所得レベル，ナショ

ナルミニマムの達成などを勘案してハン

ディを設けることがある．今のところ建

設省道路局第2編がこれを明記した唯

一のマニュアルであり，2つの方法を提

唱している（2.2.1，2.2.2参照）．

ドイツでも似たような取り組みを行っ

ている．ドイツでのプロジェクト評価の

特徴は，鉄道・道路・運河など，全て

の分野の交通事業をとりまとめて費用便

益比が高い順に予算がある限り行うと

いうものだが，旧東ドイツ地域や国境地

帯に対しては便益の割増を行っている．

以上をまとめると，国が作成したマ

ニュアルにおいては，基本は効率性の

追求であり，しかしながら公平性にも

考慮するというスタンスが採られている

といえる．

2.2.1  修正費用便益分析

現況道路評価マニュアルでの便益の

大部分が時間節約便益であり，時間価

値×時間節約×交通量なる公式で計算

されることになる．このとき，交通量の

少ない過疎地域では時間節約のある道

路であってもその便益が小さくなる．こ

のため，過疎地域の便益に対しては，

図―1に示すような一定程度の割増係数

を乗じて公平性を確保することを意図

している．試算によると東京を1として

最高2程度の割増係数となっている．

ここでは，過疎地域に対してなぜ公

平性を考慮する必要性があるのかとい

う疑問が問題となる．公共事業では公

平性を考慮する必要がないという意見

の代表は行革審である．即ち，公平性

に関しては，所得再分配，税制，福祉

事業，健康保険などの政策によって地

域別ではなく個人別に総合的に行われ

ており，公共事業で公平性を考慮する

ことは効率が悪い対策であり，考慮し

ない方が望ましいとする考え方である．

この意見に対する反論は，道路と防災

事業は，上述のような公平性確保政策

のサービスでは代替することができず，

人がその地域で生活するに最低限必要

とする施設であるから公平性を確保す

る必要があると主張する．したがって，

なぜ，過疎地域という生産性の低い地

域に住んでもらうために都市の住民の
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Pi：地域 jの物価水準�
Ri：地域 jの家賃・地代水準�
Yi：地域 jの所得水準�
B ：家計支出に占める家賃・地代支出の割合（=0.2）�
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■図―1　地域修正係数の算出の例�
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税金で負担せねばならないのかという

論点に焦点が当たることになる．実際，

人口移動は，長期的には実質所得の高

い方に移動する．しかし，その移動は

世代に渡る現象である．したがって，

当面の世代の生活を最低限支える投資

は必要と考えられる．この最低限とい

う言葉を具体的数値で示す必要があ

り，道路と防災施設がそれに相当し，

かつ，受益者が少なくとも一定程度の

規模を必要とするという規模の経済性

を考慮すると，私個人としては，割増係

数は最大限2程度ではないかと考えて

いる．

2.2.2  多基準分析

ここでは，現存のマニュアルでは計

測されていない項目の評価を取り込み，

かつ，地域間公平性を意識した総合評

価の試みとして，図―2に示すような

AHPを意思決定者の観点に適用した重

みつけを試算している．この手法も，

個別事業の採択基準として提案されて

いるものである．

重みつけの対象となる項目は，効率

性指標と公平性指標に大別することが

できる．前者は，交通時間費用節約，

歩行安全快適性，事故，大気，騒音，

温暖化ガス，生態，景観，防災，公共

サービス，交流機会，道路空間利用，

財政支出削減からなり，後者は，産業

振興と地域格差の2項目からなる．既存

のマニュアル（第1編）で計測対象として

いる項目の重みの合計点は35点であり，

この重みを基準として，図―3に示すよ

うな総合評価値による割増係数を計算

することを提案している．公平性基準指

標の合計は18点である．これは，割増

係数にすると最大1.5という係数をつけ

ていることと等価である．効率性指標

では上記35点に対してその他の項目の

合計が47点となっている．従来のマニ

ュアルでの計測対象の便益に対して，

最高で約2倍強の便益があるとの認識

をしていることになる．

2.3  優先順位

事業の優先順位をどうつけるかという

観点において，国と地方自治体のマニ

ュアルとでは決定的に異なる点がある．

愛媛県の事前評価マニュアルでは，

全ての公共事業に関して同業種事業の

相対比較が可能で，しかもその優先順

位を明示できるようになっている．例え

ば道路の事前評価では，表－1に示す

ように建設省道路局のマニュアルに基

づく費用便益比を含む合計28項目を評

価対象項目に指定している．そして，個

総
合
評
価
項
目
の
ウ
ェ
イ
ト�

道路利用 36 事業効率性 35

疲労軽減 1�
快適な景観創出 2

歩行安全性 8�
歩行快適性 2

文化財保全 2�
地域景観創出 1

希少種保存 1�
生態系保全 1�
土壌・水環境 2

直接被害軽減 3�
防災空間整備 1�
通行確保 2

公共施設アクセス向上 2�
公共交通充実 2�
緊急施設アクセス向上 5

交流人口拡大 4�
レクレーション施設アクセス 1�
幹線交通アクセス向上 2

環境 19

住民生活 24

地域社会 21

時間短縮 8
費用減少 3�
事故減少 12

大気汚染軽減 4�
騒音軽減 6�
地球環境保全 2

走行快適性向上 3

歩行安全性向上 10

生態系保全 4

景観・文化財保全 3

防災性向上 6

公共サービス向上 9

生活・交流機会拡大 7�

道路空間効率的利用 2�

�

財政支出の削減 3

産業振興 10

地域格差是正 8

■図―2　総合評価のウェイト�

■図―3　総合評価値算出式の例�
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■表―1　道路改良評価指標分析シートの例�

地域と住民の状況�

事業の効果�

上位計画・他計画との関連性�

評価軸 項目別点数 合計�

① 地域の整備状況 2 5点�
② 地域間格差の是正 0�
③ 個人間格差の是正 3�
④ その他 －�

⑮ 関連計画における位置づけ 5 10点�
⑯ 効率的事業実施 5

事業の円滑な実施�

総得点 59点�

⑰ 計画の熟度 4 4点�
⑱ 資金の状況 －�

⑤ 費用便益分析 3 40点�
⑥ 生産の向上 －�
⑦ 輸送の向上 0�
⑧ 安全性の向上 15�
⑨ 環境の向上 0�
⑩ 生活の向上 6�
⑪ 資源の創出 0�
⑫ 行政事務の効率化 10�
⑬ 受益者の広がり 3�
⑭ 地域経済の活性化 3

�

評
　
　
　
点�



別項目の5段階評価値に対して，重み付

けした合計点で相対評価を行っている．

同様な試みは，三重県でもなされてい

る．この方式は相対評価であるため，

異業種事業との比較を行うことができ

ない．しかし，予算枠が与えられると

採択事業リストが順位をつけた形で得

られることになる．

一方，宮城県の事前評価は，第三者

による個別案件の絶対評価である．即

ち，一定以上の投資を必要とする大規

模事業については，学識経験者から構

成される委員会の外部評価を行い，そ

の評価結果を公表し，県民の意見を公

募した後，各委員の採否の結果を再び

知事に報告するという手続きをとってい

る．外部評価に際しては，必ずしも，

費用便益分析が採用されているわけで

はない．目的・必要性・効果・県が行う

必然性・適地性・適時性・事業手法の

適切性・費用負担の適正などの項目別

のコメントをつける形式としている．

2.4  評価の公開

各省の事前評価にもとづく採択事業

リストそのものは公表されつつあるが，

採択リストにある事業の優先順位をつ

ける評価手法については，未だ公表さ

れていない．建設省道路局のように，

優先順位の判定に際して考慮する評価

項目の詳細を公表している場合もある

が，愛媛県のような形では，明示化さ

れていない．

3――再評価

昨年より行われている再評価につい

ての仕組みは以下のとおりである．

第一に，再評価の対象は，著しく遅

れている国直轄事業・公団事業及び補

助事業である．

第二に，再評価は，事業担当者では

なく，学識経験者を構成員とする再評

価委員会が，事業の継続または中止と

いった，個別案件に関する絶対評価を

行う．担当部局の長は，その再評価結

果を尊重するということになっている．

第三に，評価は二段階で行われる．

第一段階は，事務局より多数の対象事

業の一覧が示され，委員会は，この中

から，詳細審査の対象とする事業を選

出する．第二段階では，選出した事業

について，事業の概要・進捗状況・事

業を取り巻く社会環境・費用対効果分

析結果・代替案の検討・コスト削減策な

どについて討議し，結論を出す．

再評価もたいへん重要なファクターで

ある．中休止されるに至った事業が1％

である点をとらえて，マスコミでは「少

なすぎる」と批判しているが，むしろよ

くぞこれだけ中止できたと思うべきだ

ろう．

4――公共事業評価の課題

国及び地方自治体の公共事業評価に

関する現状を概観すると，以下に示す

ような課題があることがわかる．

第一は，現在は個別プロジェクト実

行の是非の判断が専らであるが，同一

業種の個別プロジェクトの相対比較を

どのように行っていくかが課題となる．

ここで，修正費用便益分析や多基準分

析はプロジェクト間の順位づけに使え

ると考えている．

第二は，異業種間でのプロジェクト

比較である，いうまでもなく，これはた

いへん難しい課題である．それと同時

に，業種間の予算配分見直しも必要と

考えられる．

評価の整合性と透明性を高めるため

には費用対効果分析そのものの改良が

必要であろう．理論面ではほぼ完成し

つくされている観があるが，原単位や

その他の項目に関してはまだまだ研究

の必要がある．また，便益帰着表を作

成すること，即ちあるグループが得る便

益（あるいは損失）を明示することで，

透明性が高まると期待される．

難しい課題は山積している．需要予

測をどれほど正確に行うか．利用者の

支払意志額を行動結果から予測してい

るため，予測と評価は一体のものであ

るはずだが，実際には一体になってい

ない場合も多い．人口予測も需要予測

と同様に重要である．時間及び情報の

価値をどのように計測するか．特に情

報価値の計測はまだできておらず，例

えばITSの評価をしようにもできない段

階にある．そのほか価値の計測が充分

でない項目としては，健康・環境・歩

道・広場・除雪・維持用水・国土保全な

どが挙げられる．

また，不完全競争，独占・集積のメ

リット，価格規制，公益事業の取扱は

今後の課題といえる．社会的割引率の

設定が現状の4％でいいかについても

議論の必要がある．耐用年数や将来予

測値の確実性の程度についても同様で

ある．

最後に，CVMについて触れておく．

CVMは，水質とか生態系とか，貨幣換

算が難しい対象をとりあげるものだが，

原単位の設定及び受益者の範囲の特定

が難しい．できる限り使わない方が望

ましく，旅行費用法などのように利用者

の行動から予測できる手法を用いたほ

うがよい．

効率性と公平性をどのようにバランス

させるかも重要な課題である．ニュー

ジーランドの道路事業では効率性をほ

とんど考慮していないが，ドイツでは厳

格に効率性を評価している．効率性の

みを評価する理由として，公平性は課

税や福祉で再配分できるという根拠が

示されてはいる．しかし，これだけで

は不充分であろう．道路や防災などの

ように，いくら貨幣があっても手に入れ

られないものを手に入れさしめる事業

があると考えられるからである．

運輸政策研究 Vol.3 No.3 2000 Autumn コロキウム072

Colloquium



■コメントの概要

1――公共事業評価の背景

右肩上がりの高度成長から，税収が

伸びない時代に転じて，限りある資源－

ここでは税金－をどう使うか，難しい問

題になってきた．社会的に意味のある

投資なのか，資金をなにに使うべきか，

判断が求められるようになってきた．

社会資本の形成に関して，近年にな

って批判が繰り広げられている．とは

いえ，今までは合理的に行われてきた

といえる．必要な社会資本の形成がな

ければ高度成長はありえたか，極めて

疑わしい．1985年頃までの社会資本形

成は，所得最大化や，地域格差是正を

進めるという観点において，ほぼ最適

解といえるだろう．ただし，最近では

バラマキや理念がないといわれても仕

方ないかもしれない．

高度成長期においては，費用対効果

は議論する必要もないほど問題ない水

準にあった．地価の上昇だけで投資費

用全てをまかなえる時代でもあった．

ところが，1990年代に入って，円高と

バブル後の不況が効き，最適解ではな

くなってきた．

地域経済の公共投資依存が強まり，

公共投資がなければ雇用が維持できな

い構造になってきた．そのため，議論

が噛み合わないという実態もある．ま

た，投資により得られる経済効果も低

下しつつある．公平性の議論はあるに

せよ，地方の道路を改良しても付随す

る効果が少なく，直接生産に関わらな

い投資もされたことから，経済効果の

出方が遅くなった．極度の不況が続き，

タンス預金が増えて資金が回転しない

ことも，この現象を後押ししている．

2――公共事業評価の目的

以上のようなことを背景として，公共

事業評価の必要性がいわれるようにな

ってきた．

公共事業評価は過去にも行われては

いた．しかしこれらは，当局・議会対

応のための道具として使われるのが専

らであった．現在では，それだけでは

済まされなくなっている．単に当局・議

会対応にとどまらず，住民への情報提

供という視点が必要だ．

公共事業評価，とりわけ費用対効果

分析に関しては，理論面で新しいこと

はもはやない．そのかわり，この理論

をどのように生かしていくかが未知の分

野になっている．

今後必要な視点がなにかといえば，

経済学的には当然のことながら，国民

の厚生最大化である．これを効率的に

推進するための手法が，費用便益分析

をはじめとする公共事業評価である．

上記の観点からすると，地方分権を

進めるとプロジェクトがますます細分化

し，規模が小さくなりすぎてしまう．社

会資本形成においても規模のメリットを

追求し，広域対応を考慮するべきであ

ろう．

公正さをどう評価するか，所得配分

の公正さの評価をどこに置くか，難し

い課題だ．30年代に地方にウエイトを

置いたところ，田舎扱いするかと反発

を受け，とりやめになったこともある．

3――公共事業におけるPFIの可能性

社会資本整備におけるPFIのガイドラ

インが必要な状況だ．PFIと第3セクタ

ー方式とはリスクのとり方が異なる．最

後は官がなんとかしてくれるという発想

から脱却し，事業効率化を図る必要が

ある．さまざまな課題は残るが，契約

に条件を明記することにより，リスクの

応分の負担は可能と考える．

むしろ大きいのは運営費で，割引率

と事業のリスクをどう設定するかが課題

になる．私は公共投資は幅広い対象を

扱うからトータルではリスクが少ないと

いうケインジアン的な発想を支持する

が，公共事業といえども民間事業なみ

のリスクを考慮するべきだという新古典

派のような意見も台頭してきている．

PFIは，公共事業の進め方に民間の

手法や思想をとりいれる，効率化を図

るものである．従って，事業そのもの

の評価は官側がやっておくべきだろう．

■質疑応答

Q 産業連関分析と費用対効果分析の

違いはどこにあるか．

A 産業連関は，産業間がどのようにつ

ながっているか，家計にどうつなが

るか，付加価値としてGNPがどれだ

け表に出てくるか，現象を示すため

の表にすぎない．投資に対してどの

ような効果があったかのかという，

個別プロジェクト評価には使えない．

便益帰着表は，一般均衡モデルに

基づき，事実の記述と効果の評価

（価値観のあらわれ）の両方を狙った

ものである．

Q 費用便益比がいくつ以上であれば

そのプロジェクトは実行する価値があ

るといえるか．

A 予測値には誤差が伴うため，費用

便益比が1以下，例えば0.5程度であ

れば，投資をしない方がいい．2以

上であればやるべきだろうといえる．

1前後の値であればプロジェクト間で

比較するべきだが，異業種間比較と

いう難題が残る．0.5～2については

全てを数値化するのは難しく，数値

化できないにしても総合的に判断で

きるようにしなければならないという

ことを考えると，その採択は意思決

定者にまかせる以外にない．

Q シビルミニマムな事業に取り組むと

いうことは，効率性を損なうのではな

いか．公平性で方向を決めるにせよ，

効率性を扱うべきであろう．費用便

益比の大きな順にプロジェクトを進め

る方が，より効率的といえるのでは

ないか．
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A シビルミニマムを示すのは難しい．

評価の基本は効率性で行うのが筋で

あるが，重みつけでシビルミニマム

の程度を示すべきではないか．

費用便益比の大きいプロジェクト

から順に取り組むというのは，妥当

そうに思えるだろうが，プラクティカ

ルには信頼できない．費用対効果分

析はそこまでしっかりした指標とはい

えない．

Q 公共投資をやるかどうかの決断は，

現下においては景気調整・雇用確保

という観点に重点が置かれている．

その意味においては，事業評価のあ

り方は現実に即していないのではな

いか．

A もっともな考えではあるが，景気調

整のために公共投資を使うという手

法が今後も続くかどうか．これから

は景気調整には金融が主たる手法に

なるだろう．

将来のためになにが必要かという

視点において，事業評価は有効であ

り，現実に即していないとまではい

えないのではないか．

Q 公共投資はもはや不要でIT関連投

資を充実すべきだという主張が，巷

間かなり強くいわれている．しかし，

ITの費用対効果分析は誰もやってい

ないのではないか．その段階でITが

いいといっても科学的ではない．い

い加減な配分が強く提言され，まじ

めな研究に取り組んでいる方が責め

られている．

A たいへんもっともな指摘である．世

界道路会議では，ITの費用対効果分

析を取り組むところまできている．

我々の世界では費用対効果分析を

これほど真剣に研究しているという

のに，マスコミ等が顧みようともしな

いのは嘆かわしい限りだ．

Q 自治体もバランスシートをつくり，

会計基準が民間なみになってきた．

社会資本も投資金額ではなく時価で

評価できないか，あるいは個別事業

も連結決算で表せないか，様々な課

題があると思う．

とはいえ，公共投資は戦線が分散

しすぎているきらいがある．投資の

最適配分がなにか，外向けだけでは

なく内向けの研究も必要ではないか．

A 公共投資をうまく進めるためには，

様々な工夫が必要であろう．例えば，

当事者の名前が残るようにするなども

一案である．

（とりまとめ：運輸政策研究所 浅見 均）
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